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３．介護老人福祉施設（１人１日あたり単位の増減）

従来型個室 従来型多床室 ユニット個室 ユニット準個室

改定前 改定後 増減 改定前 改定後 増減 改定前 改定後 増減 改定前 改定後 増減

547 557 10 547 557 10 625 636 11 625 636 11

614 625 11 614 625 11 691 703 12 691 703 12

682 695 13 682 695 13 762 776 14 762 776 14

749 763 14 749 763 14 828 843 15 828 843 15

814 829 15 814 829 15 894 910 16 894 910 16

地域密着型個室 地域密着型多床室 地域密着ユニット個室 地域密着ユニット準個室

改定前 改定後 増減 改定前 改定後 増減 改定前 改定後 増減 改定前 改定後 増減

547 565 18 547 565 18 625 644 19 625 644 19

614 634 20 614 634 20 691 712 21 691 712 21

682 704 22 682 704 22 762 785 23 762 785 23

749 774 25 749 774 25 828 854 26 828 854 26

814 841 27 814 841 27 894 922 28 894 922 28

小規模（30床）個室 小規模（30床）多床室

改定前 改定後 増減 改定前 改定後 増減

700 659 -41 700 659 -41

763 724 -39 763 724 -39

830 794 -36 830 794 -36

893 859 -34 893 859 -34

955 923 -32 955 923 -32





留意事項通知

•配置医師緊急時対応加算は、入所者の看護・介護に当たる者が、
配置医師に対し電話等で直接施設への訪問を依頼し、当該配置医
師が診療の必要性を認めた場合に、可及的速やかに施設に赴き診
療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に施
設に赴いて診療を行った場合には算定できない。ただし、医師が、
死期が迫った状態であると判断し、施設の職員と家族等に説明した
うえで、当該入所者が死亡した場合について、早朝や日中の診療終
了後の夜間に施設を訪問し死亡診断を行うことを事前に決めている
場合には、この限りでない。



② 配置医師緊急時対応加算の算定については、事前に氏名等を届
出た配置医師が実際に訪問し診察を行ったときに限り算定できる。

③ 施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内
容について記録を行わなければならない。

④ 早朝・夜間（深夜を除く）とは、午後６時から午後10時まで又は午
前６時から午前８時までとし、深夜の取扱いについては、午後10時か
ら午前６時までとする。なお、診療の開始時刻が加算の対象となる時
間帯にある場合に、当該加算を算定すること。診療時間が長時間に
わたる場合に、加算の対象となる時間帯における診療時間が全体の
診療時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は
算定できない。



⑤ 算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項
や病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との
連携方法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決めを事前に定
めることにより、24時間配置医師による対応又はその他の医師の往
診による対応が可能な体制を整えることとする。



Q&A



Q&A



緊急時等の対応（基準省令第21条の２）

•基準省令第21条の２は、入所者の病状の急変等に備えるため、施
設に対してあらかじめ配置医師による対応その他の方法による対応
方針を定めなければならないことを義務付けるものである。対応方
針に定める規定としては、例えば、緊急時の注意事項や病状等につ
いての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や
診察を依頼するタイミング等があげられる。





３．介護老人福祉施設（①入所者の医療ニーズへの対応 夜勤職員配置加算の見直し）

12

広域型特養単価 居室 規模 センサー緩和
※見守り機器入所者
数100：15配置によ
る0.9換算（後掲）

喀痰配置
※夜間時間帯を通じた
喀痰等吸引ができる者
等の配置（後掲）

（１）夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ
22単位

従来型 H30.04.01以降の
30床及び31-50床

可 －

（２）夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ
13単位

従来型 H30.04.01までの
30床及び51床以上

可 －

（３）夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ
27単位

ユニット型 H30.04.01以降の
30床及び31-50床

可 －

（４）夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ
18単位

ユニット型 H30.04.01までの
30床及び51床以上

可 －

（５）夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ
28単位

従来型 H30.04.01以降の
30床及び31-50床

可 要

（６）夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ
16単位

従来型 H30.04.01までの
30床及び51床以上

可 要

（７）夜勤職員配置加算（Ⅳ）イ
33単位

ユニット型 H30.04.01以降の
30床及び31-50床

可 要

（８）夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ
21単位

ユニット型 H30.04.01までの
30床及び51床以上

可 要

• 整理すると以下のとおり。既存（H30.04.01まで）の小規模特養（30床）は夜勤職員配
置加算の単価も変わるので注意



３．介護老人福祉施設（①入所者の医療ニーズへの対応 夜勤職員配置加算の見直し）
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夜勤職員配置加算（Ⅲ）（Ⅳ）の喀痰吸引等の対応が出来る者の要件

つまり、
• 看護職員か
• 特定登録者か
• 新特定登録者か
• 認定特定行為業務従事者であり、

（特定登録者）
• 平成28年４月１日までに介護福祉士を取得している

（新特定登録者）
• 平成28年４月２日から平成29年３月31日までに介護福祉士を取得
• 平成29年４月１日から平成34年３月31日までの間に以下の①～③のルートで介護福祉士
①養成施設で２年以上介護福祉士としての技能を得て修了
②社会福祉に関する科目を修め、養成施設で１年以上介護福祉士としての技能を得て修了
③養成所等を卒業後、一年以上介護福祉士としての技能を得て修了

（認定特定行為業務従事者）
• 社会福祉法及び介護福祉士法附則第三条（現在の介護福祉士以外による喀痰吸引等）

• 口腔内の喀痰吸引、
• 鼻腔内の喀痰吸引、
• 気管カニューレ内部の喀痰吸引、
• 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、
• 経鼻経管栄養
のいずれかの行為の実地研修を修了している者
であって、登録特定証の交付を受けている人

※別途、事業者の登録も必要。
参考







（参考）診療報酬改定の見直し事項（在宅患者訪問診療料）
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• 特養への在宅ターミナルケア加算関係の請求については、平成30年度診療報酬改定におい
ても見直しとなっている。

ア 末期がんの利用者
イ 看取り介護加算が算定できる体制を整えている特養に対して、在宅療養支援診療所、

在宅療養支援病院又は特養の協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日
間に行われた場合
 上記の場合のみ算定できる

（H30.3月迄の取扱）

特養
病院在宅ターミナルケア加算、

看取り加算（在宅患者訪問診療料）

ア 末期がんの利用者
イ 看取り介護加算が算定できる体制を整えている特養に対して、在宅療養支援

診療所、在宅療養支援病院又は特養の協力医療機関の医師により、死亡日から
遡って30日間に行われた場合以外にも算定できる
 ただし、特養で看取り介護加算（Ⅱ）を算定している場合は診療報酬の看取

り介護加算は算定できず、在宅ターミナルケア加算のみ算定
（※看取り介護加算（Ⅱ）の方が手厚い体制であるため）

（H30.４月以降の取扱）

特養
病院在宅ターミナルケア加算、

看取り加算（在宅患者訪問診療料）





３．介護老人福祉施設（②生活機能向上連携加算の創設 ※留意点）

告示 意味 課題等

注９ 生活
機能向上連
携加算
「医療提供
施設」

• 訪問介護等における「医
療法第１条の２第２項に
規程する医療提供施設を
いい、許可病床数が200
床未満のものであるもの
又は当該病院を中心とし
た半径４キロメートル以
内に診療所が存在しない
ものに限る。」と同義。

• 医療提供施設とは、「病院、診療所、老
健、調剤薬局」等を指す。

• 従って、算定できるのは以下の３つのみ
① 訪問リハ、通所リハの理学療法士等によ
る場合

② リハビリテーションが提供されている診
療所、老健、介護医療院、調剤薬局（病
院以外）等の理学療法士等による場合

③ リハビリテーションを実施している200
床未満の病院の理学療法士等による場合。
（ただし、リハビリテーションを実施し
ている200床未満の病院の半径４キロ
メートル以内に診療所が存在していれば
当該病院の理学療法士等では算定不
可。）

• 生活機能向上連携加算における「医療提供施設」とは、病院、診療所、老健、調剤薬局等
を指す。ここで、「病院」併設の通所リハ等による場合は、200床未満の病院の理学療法
士であるか、200床未満であっても、その病院の半径４キロメートル以内に診療所が存在
していれば当該病院の理学療法士等では算定ができないので注意。



留意事項通知

• 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション
事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院に
あっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とし
た半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この（７）におい
て「理学療法士等」という。）が、当該指定短期入所生活介護事業所
を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）と
共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能
訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能
訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関す
る助言を行うこと。



留意事項通知

• この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療
報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院、診療
所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院であるこ
と。

• ② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実
施方法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又
はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も
踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階
的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とする
こと。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画
の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に
代えることができるものとすること。また、個別機能訓練加算を算定してい
る場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。



•③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能
向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、
利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供して
いること。

•④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、
理学療法士等が指定短期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練
指導員等と共同で評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又は
その家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗
状況等を説明し記録するとともに、必要応じて訓練内容の見直し等
を行うこと。



•⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓
練指導員等が、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相
談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、
理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝
返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ
（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた
目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。

•⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、
利用者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等によ
り閲覧が可能であるようにすること。







３．介護老人福祉施設（④排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の創設）

従来 改定後

• １月につき100単位

（新設）

ネ 排せつ支援加算
注 排せつに介護を要する入所者であって、

適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽
減若しくは悪化の防止が見込まれると医師又は
医師と連携した看護師が判断した者に対して、
指定介護老人福祉施設の医師、看護師、介護支
援専門員その他の職種が共同して、当該入所者
が排せつに介護を要する原因を分析し、それに
基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基
づく支援を継続して実施した場合は、支援を開
始した日の属する月から起算して６月以内の期
間に限り、１月につき所定単位数を算定する。
ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算
定している場合は、算定しない。

• 結果として必ずしも改善することを要しない（※確認中）
• 看護師が判断する場合は、医師の報告が必要であり、背景にある疾患等を勘案する必要が
ある場合は、事前に医師の相談が必要。

• ガイドラインについては、コンチネンス協会等が策定しているものでも可（※確認中）





留意事項通知

• ① 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されてい
ることを前提としつつ、さらに特別な支援を行って排せつの状態を改善すること
を評価したものである。したがって、例えば、入所者が尿意・便意を職員へ訴え
ることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らない
ことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつ
の状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。

• ② 「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる
「認定調査員テキスト2009改訂版（平成２７年４月改訂）」の方法を用いて、排尿
または排便の状態が、「一部介助」又は「全介助」と評価される者をいう。

• ③ 「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別
な支援を行わなかった場合には、当該排尿又は排便にかかる状態の評価が不
変又は悪化することが見込まれるが、特別な対応を行った場合には、当該評価
が６月以内に「全介助」から「一部介助」以上、又は「一部介助」から「見守り等」
以上に改善すると見込まれることをいう。



• ④ ③の見込みの判断を医師と連携した看護師が行った場合は、その内
容を支援の開始前に医師へ報告することする。また、医師と連携した看
護師が③の見込みの判断を行う際、利用者の背景疾患の状況を勘案す
る必要がある場合等は、医師へ相談することとする。

• ⑤ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、
対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに
基づいた支援計画を別紙●の様式を参考に作成する。要因分析及び支
援計画の作成に関わる職種は、③の判断を行った医師又は看護師、介
護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員
を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の
状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加
える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内
容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計
画の作成に代えることができるものとすること。



• ⑥ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計
画を、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一
的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊厳
が十分保持されるよう留意する。

• ⑦ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入
所者又はその家族に対し、現在の排せつにかかる状態の評価、③の見
込みの内容、⑤の要因分析及び支援計画の内容、当該支援は入所者又
はその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に
行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所者又はその
家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所
者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。

• ⑧ 本加算の算定を終了した際は、その時点の排せつ状態の評価を記
録し、③における見込みとの差異があればその理由を含めて総括し、記
録した上で、入所者又はその家族に説明すること。







３．介護老人福祉施設（⑤褥瘡の発生予防のための管理に対する評価）

従来 改定後

• 10単位（３月につき１回を限度）

（新設）

ツ 褥瘡マネジメント加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして都道府県知事に届け出た指定介
護老人福祉施設において、継続的に入所者ごと
の褥瘡管理をした場合は、３月に１回を限度と
して、所定単位数を加算する。

（別に厚生労働大臣が定める基準）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サー

ビスにおける褥瘡マネジメント加算の基準
イ 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、

少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること。
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、

介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア
計画を作成していること。

ハ 入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や
入所者の状態について定期的に記録していること。

ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直してい
ること。



留意事項通知

• ① 褥瘡マネジメント加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基
準第71号の２に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の入所者全員に対して算
定できるものであること。

• ② 大臣基準第71号の２イの評価は、別紙○に示す褥瘡の発生と関連のあるリスクに
ついて実施すること。

• ③ 大臣基準第71号の２イの施設入所時の評価は、大臣基準第71号の２イからニまで
の要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日に、既に入所している者
（以下、「既入所者」という。）については、届出の日の属する月に評価を行うこと。

• ④ 厚生労働大臣が定める基準第71条の２イの評価結果の厚生労働省への報告は、
当該評価結果を、介護給付費請求書等の記載要領に従って、褥瘡マネジメント加算の
介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行うこと。報告す
る評価結果は、施設入所時については、施設入所後最初（既入所者については届出
の日に最も近い日）に評価した結果、それ以外の場合については、当該加算を算定す
る月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること。



• ⑤ 大臣基準第71号の２のロの褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考に
しながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項
や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙●に示す様式を参考に、作成す
ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービ
ス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるも
のとすること。

• ⑥ 大臣基準第71号の２のハにおいて、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡
ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

• ⑦ 大臣基準第71号の２の二における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問
題（褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）が
あれば直ちに実施すること。

• ⑧ 大臣基準第71号の２に掲げるマネジメントについては、施設ごとに当該マネジメントの実施
に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましい
ものであること。

• ⑨ 提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に
資するため、適宜活用されるものである。



褥瘡の発生と関連のあるリスク※別紙●

① ＡＤＬ
の状況

入浴 自分で行っている 自分で行っていない

② 食事摂取 自分で行っている 自分で行っていない 対象外（※１）

③ 更衣 上衣 自分で行っている 自分で行っていない

④ 下衣 自分で行っている 自分で行っていない

⑤ 基本
動作

寝返り 自分で行っている 自分で行っていない

⑥ 座位の保持 自分で行っている 自分で行っていない

⑦ 座位での乗り移り 自分で行っている 自分で行っていない

⑧ 立位の保持 自分で行っている 自分で行っていない

⑨ 排泄
の状況

尿失禁 なし あり 対象外（※２）

⑩ 便失禁 なし あり 対象外（※３）

⑪ バルーンカテーテル
等の使用

なし あり

⑫ 過去３か月以内に褥瘡があり
ましたか

いいえ はい



※１：経管栄養・経静脈栄養等の場合 ※２：バルーンカテーテル等を使用もしくは自己導尿等の場合

※３：人工肛門等の場合

・①～⑧については「自分で行っていない」、⑨～⑪については「あり」、⑫については「はい」に当てはまる場
合、「リスクがある」に該当するものとする。

・①～⑫の評価については、以下の通り行うものとする。

【基本的な考え方】

• 一定期間の状況（特段の記載がない限り、調査日より概ね過去１週間）について、「日常的に行っている
か」に基づいて「自分で行っている・自分で行っていない」を判断してください。

• 自分で行っている：一部の行為・動作が不十分であっても、全ての行為・動作を自分で行っている場合

• 自分で行っていない：一部でも介助者の直接支援が必要な場合







留意事項通知

① 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び
身体の状況に照らし、医師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援
専門員等により、退院その居宅において在宅サービス利用を行う必
要性があるかどうか検討すること。

② 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同
意を得た上で実施すること。



③ 外泊時在宅サービスの提供に当たっては、介護老人福祉施設の介護
支援専門員が、外泊時利用サービスに係る在宅サービスの計画を作成す
るとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、
その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立
した日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成すること。
④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。
イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

ロ 当該入院患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を
目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄
訓練の指導
ハ 家屋の改善の指導
ニ 当該入院患者の介助方法の指導



⑤ 外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は、施設の従業者
又は指定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅
サービスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない場合は
この加算は対象とならないこと。

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法
は、５の(14)の①、②及び④を準用する。

⑦ 利用者の外泊期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッ
ドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。この場合に
おいて外泊時在宅サービス利用の費用を併せて算定することはでき
ないこと。



Q&A





留意事項通知

• 注14の「入所者の数が15以上又は入所者のうち、視覚障害者等である入
所者の占める割合が100分の30以上」又は「入所者のうち、視覚障害者
等である入所者の占める割合が100分の50以上」という障害者生活支援
員に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害
者、知的障害者及び精神障害者の合計数が15人以上又は入所者に占め
る割合が100分の30以上若しくは100分の50以上であれば満たされるもの
であること。この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれ
の障害に対応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましい
が、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加
えて、聴覚障害、言語機能障害、知的障害及び精神障害に対応できる非
常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援
を行うことができれば、当該加算の要件を満たすものとする。





留意事項通知

• 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う歯
科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点（た
だし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に
対する口腔ケアを行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生
士が実施した口腔ケアの内容、当該入所者に係る口腔ケアについて介護
職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われ
る事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。）を別
紙様式３を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当
該口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必要に応じてそ
の写しを当該入所者に対して提供すること。

• ④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談
等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医
療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが
提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。





３．介護老人福祉施設（⑨栄養マネジメント加算の要件緩和）

 これを算定可能に





留意事項通知

• 低栄養リスク改善加算については、次に掲げる①から④までのとおり、実施するものとすること。
なお、当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「栄養マネジメント加算及び経口移行加算
等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」（平成17年９月７日老老発第0907002
号）に基づき行うこと。

• ① 原則として、施設入所時に行った栄養スクリーニングにより、低栄養状態の高リスク者に該
当する者であって、低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要であるとして、医師又は歯科
医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当
該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導
を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。

• ② 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が
共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善等を行うための栄
養管理方法等を示した計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。
また、当該計画については、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理の対象となる入所者
又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、当該
計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって当該計画
の作成に代えることができるものとすること。



• ③ 当該計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察
を週５回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整
等を実施すること。低栄養リスク改善加算の算定期間は、低栄養状態の高リス
ク者に該当しなくなるまでの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の
同意を得られた月から起算して６月以内の期間に限るものとし、それを超えた
場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。

• ④ 低栄養状態の改善等のための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を
得られた月から起算して、６月を超えて実施される場合でも、低栄養状態リスク
の改善が認められない場合であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継
続して低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要とされる場合にあっては、
引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医
師又は歯科医師の指示はおおむね２週間ごとに受けるものとすること。

• ⑤ 褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場合は、
低栄養リスク改善加算は算定できない。





留意事項通知

• ① 指定介護老人福祉施設の入所時に経口により食事を摂取していた者
が、医療機関に入院し、当該入院中に、経管栄養又は嚥下調整食の新
規導入となった場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該指
定介護老人福祉施設に入所（以下「二次入所」という。）した場合を対象と
すること。なお、嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食
事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものを
いう。

• ② 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療
機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレン
スに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養
ケア計画を作成すること。

• ③ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の
同意が得られた場合に算定すること。





０．９の換算方法

•月全体の総夜勤時間数の90％について、夜勤職員の最低基準を１
以上上回れば足りるという趣旨の規定である。

•具体的には、1ヶ月30日、夜勤時間帯は一日16時間であるとすると、
合計480時間のうちの432時間において最低基準を１以上上回って
いれば、夜勤職員配置加算を算定可能とする。なお、90％の計算に
おいて生じた小数点1位以下の端数は切り捨てる。

問８８



入所者数の15％以上設置ということだが、見守り機器
を設置しているベッドが空床であってもよいのか

・空床は含めない。

問８９



留意事項通知

•夜勤職員基準第４号ハ及び第５号ロの「見守り機器」は、利用者が
ベッドから離れようとしている状態又は離れたことを検知できるセン
サー及び当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職
員に通報できる機器であり、入所者の見守りに資するものとする。ま
た、「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、少な
くとも３月に１回行うこととする。



見守り機器はどんなものか

• 個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。

• 例えば、平成28年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実
証研究事業」で実証を行った機器のほか、訪室回数の減少、介助時間の
減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器が該当
する。

• 介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製
造業者等に確認するとともに、少なくとも９週間以上見守り機器を活用し、
導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハッ
ト･介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上
で、都道府県等に届出を行い、加算を算定すること。

• ※９週間については、少なくとも３週間毎にヒヤリハット・介護事故の状況
を確認することとする。

Q&A問９０



「介護ロボットの導入支援及び導入効果実
証研究事業」
機器名 企業名

ＮＥＯＳ＋ＣＡＲＥ オリックスリビング

シルエット見守りセンター キング通信工業

ＯＷＬＳＩＧＨＴ（アウルサイト） イデアクエスト

マルチ離床センサー対応型介護施設向け見守りシス
テム

ワイエイシイエレックス

パナソニックエアコン見守りシステム パナニック

見守り支援システム「眠りＳＣＡＮ ＮＮ１３１０」 パラマウントベッド

見守りケアシステムＭ２ フランスベッド



⑬身体拘束等の適正化

•身体拘束廃止未実施減算の運営基準と減算幅を見直す

•見直し後の基準

①身体拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の入所者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること（※現行基準はこの項目のみ）

②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（※地域密着型では運
営推進会議を活用可）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について介
護職員その他従業者に周知徹底を図る

③身体拘束等の適正化のための指針を整備する

④介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期
的に行う

⑤減算幅は１日５単位から１日１０％へ



指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営
に関する基準について

３）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第６項第
１号）

同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会」（以下「身体的拘束適正化検討委員会」という。）とは、身体
的拘束の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種
（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生
活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確
にするとともに、専任の身体的拘束適正化対応策を担当する者を決
めておくことが必要である。



• なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員
会と独立して設置・運営することが必要であるが、事故防止委員会
及び感染対策委員会については、関係する職種等が身体的拘束適
正化検討委員会と相互に関係が深いと認められることから、これと
一体的に設置・運営することも差し支えない。身体的拘束適正化検
討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。また、
身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用するこ
とが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等
が考えられる。



• 委員会は指定介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する
目的は、身体的拘束適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につ
なげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意す
ることが必要である。

• 具体的には、次のようなことを想定している。

① 身体的拘束について報告するための様式を整備すること。

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束の発生ごとにその状況、背景等を記録す
るとともに、①の様式に従い、身体的拘束について報告すること。

③ 身体的拘束適正化のための委員会において、②により報告された事例を集計し、分
析すること。

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束の発生時の状況等を分析し、身体的拘束の
発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。



(４) 身体的拘束適正化のための指針（第６項第２号）

• 指定介護老人福祉施設が整備する「身体的拘束適正化のための指針」
には、次のような項目を盛り込むこととする。
① 施設における身体的拘束適正化に関する基本的考え方
② 身体的拘束適正化のための委員会その他施設内の組織に関する事項
③ 身体的拘束適正化のための職員研修に関する基本方針

④ 施設内で発生した身体的拘束の報告方法等のための方策に関する基
本方針
⑤ 身体的拘束発生時の対応に関する基本方針
⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
⑦ その他身体的拘束適正化の推進のために必要な基本方針



(５) 身体的拘束適正化のための従業者に対する研修（第６項第３号）

• 介護職員その他の従業者に対する身体的拘束適正化のための研修の内
容としては、身体的拘束適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓
発するとともに、当該指定介護老人福祉施設における指針に基づき、適
正化の徹底を行うものとする。

• 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護老人福祉施
設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以
上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束適正化の研修
を実施することが重要である。

• また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実
施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。



留意事項通知

• 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ
れていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設基準第11条第５項の記録
（同条第４項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場
合及び同条第６項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員に
ついて所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行ってい
ない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回
以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備していない
又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が
生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生
じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告す
ることとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につ
いて、入所者全員について所定単位数から減算することとする。



Q&A



⑭運営推進会議の開催方法の緩和

•現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の
要件を満たす場合に認める

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プ
ライバシーの保護をする

ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

ⅲ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の
開催回数の半数を超えないこと









⑰介護職員処遇改善加算の見直し

•介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする

• ユニット型準個室の名称をユニット型個室的多床室に変更する

⑱居室とケア



特定施設入居者生活介護







留意事項通知

• ① 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面
談等を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、特定施設
サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合に
は、入居日から30日間に限って、１日につき30単位を加算すること。

• ② 当該特定施設における過去の入居及び短期利用特定施設入居者生活介
護の関係

• 退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去３月間の間に、当該特定
施設に入居したことがない場合に限り算定できることとする。

• 当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者
が日を空けることなく当該特定施設に入居した場合については、退院・退所時
連携加算は入居直前の短期利用特定施設入居者生活介護の利用日数を30日
から控除して得た日数に限り算定できることとする。

• ③ 30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・
退所時連携加算が算定できることとする。



留意事項通知

• ① 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令
第49号）第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合につ
いては、届出日の属する月の前３月のそれぞれの末日時点の割合
の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、
毎月において直近３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以
上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録す
るものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通
所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。



• ② 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を
算出する際の利用者数については、第２の１（５）②を準用すること。
また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月の前３月間
における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要
な人数を満たすものでなければならない。さらに、届出を行った月以
降においても、毎月において直近３月間の介護福祉士の員数が必
要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満たさなく
なった場合は、直ちに訪問通所サービス通知１の５の届出を提出し
なければならない。





③機能訓練指導員の確保の促進（★）

機能訓練指導員の確保を促進し利用者の心身機能の維持を促進
する観点から、機能訓練指導員の対象資格（理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧
師）に、一定の事務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個別機
能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても同様。







留意事項通知

• ① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者の口腔内状態の評
価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク
管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、
いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画
をいうものではない。

• ② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。

• イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題

• ロ 当該施設における目標

• ハ 具体的方策

• ニ 留意事項

• ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況

• ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科
衛生士が行った場合に限る。）

• ト その他必要と思われる事項

• ③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月
であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的
助言及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を
行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。





留意事項通知

• ① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマ
ネジメントの一環として行われることに留意すること。

• ② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関する確認を
行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。

• イ ＢＭＩが18.5未満である者

• ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成18年６
月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「１」に
該当する者

• ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者

• ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者

• ③ 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原
則として、当該事業者が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

• ④ 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービス
の提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。





⑦短期入所特定施設入居者生活介護の利
用者数の上限の見直し

現在、短期入所特定施設入居者介護の利用者は当該特定施設の
入居定員の１０％以下とされており、入居定員が１０人に満たない事
業所で受け入れられない状況となっている。

このため短期入所特定施設入居者生活介護の利用者数の上限を１
又は定員の１０％までとする



⑧身体的拘束等の適正化（★）

身体拘束等のさらなる適正化の観点から運営基準に定め違反した場合の
減算を創設する

• 基準

• 身体拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由を記録すること

• 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（※地域密着型では運営推進会
議を活用可）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他従
業者に周知徹底を図る

• 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

• 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に行う

• 減算 １日１０％



⑨運営推進会議の開催方法の緩和

•現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の
要件を満たす場合に認める

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プ
ライバシーの保護をする

ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

ⅲ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の
開催回数の半数を超えないこと



⑩療養病床等から医療機関併設型の特定
施設へ転換する場合の特例（★）

介護療養型医療施設又は医療療養病床から「特定施設入居者生活
介護・地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）と
医療機関の併設型」に転換する場合について以下の特例を設ける

ア サービスが適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、
機能訓練指導員、計画作成担当者の兼務を認める

イ サービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂、機能訓練
室の兼用を認める



⑪介護職員処遇改善加算の見直し

•介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする



短期入所生活介護







留意事項通知

• ロ 中重度者受入要件

• ａ 看護体制加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の要介護３、要介護４又は要介護５
である者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属
する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数
又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては
人員数には含めない。



• ｂ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。

• ⅰ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含
む。）については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。

• ⅱ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近
３月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、そ
の割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ち
に訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。

• ハ 定員要件

• 看護体制加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の定員規模に係る要件は、併設事業所に関しては、短期入所生活
介護のみの定員に着目して判断する。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が50人、併
設する短期入所生活介護の利用者が10人である場合、短期入所生活介護については29人以
下の規模の単位数を算定する。

• なお、空床利用型の短期入所生活介護については、本体の指定介護老人福祉施設の定員規
模で判断する。







留意事項通知

• 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション
事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院に
あっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とし
た半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この（７）におい
て「理学療法士等」という。）が、当該指定短期入所生活介護事業所
を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）と
共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能
訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能
訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関す
る助言を行うこと。



留意事項通知

• この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療
報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院、診療
所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院であるこ
と。

• ② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実
施方法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又
はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も
踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階
的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とする
こと。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画
の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に
代えることができるものとすること。また、個別機能訓練加算を算定してい
る場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。



•③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能
向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、
利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供して
いること。

•④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、
理学療法士等が指定短期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練
指導員等と共同で評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又は
その家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗
状況等を説明し記録するとともに、必要応じて訓練内容の見直し等
を行うこと。



•⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓
練指導員等が、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相
談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、
理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝
返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ
（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた
目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。

•⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、
利用者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等によ
り閲覧が可能であるようにすること。



④機能訓練指導員の確保の促進

•機能訓練指導員の確保を促進し利用者の心身機能の維持を促進
する観点から、機能訓練指導員の対象資格（理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
圧師）に、一定の事務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個
別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても同様。





留意事項通知

•① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認め
られることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立
度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入居者を指すものとする。

•② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上の算
定方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利
用延人員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を
行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活
自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上である
ことが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものと
し、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービ
ス通知第１の５の届出を提出しなければならない。



• ③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施
について」（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知
症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年３月31日老計第0331007
号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すもの
とする。ただし、平成31年３月31日までの間にあっては、「認知症介護に係る専門的な
研修を修了している者」とあるのは、認知症介護実践リーダー研修の研修対象者（認知
症介護実践者等養成事業実施要綱（平成21年３月26日老発第0326003号。以下「要
綱」という。）４（１）③イに掲げる者）に該当する者であって、かつ、平成30年９月30日ま
での間に当該研修の受講の申し込みを行っている者を含むものとする。

• ④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業
の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定
する「認知症介護指導者研修」を指すものとする。ただし、平成31年３月31日までの間
にあっては、「認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、
認知症介護指導者研修の研修対象者（要綱４（５）③において都道府県等から推薦を
受けた者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者）に該当する者であっ
て、かつ、平成30年９月30日までの間に当該研修の受講の申し込みを行っている者を
含むものとする。



•⑤ 併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について

•併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合
及び特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護
を行う場合の認知症専門ケア加算の算定は、本体施設である指定
介護老人福祉施設と一体的に行うものとすること。具体的には、本
体施設の対象者の数と併設事業所の対象者の数（特別養護老人
ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっ
ては、当該指定短期入所生活介護の対象者の数）を合算した数が
20人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が20人以
上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超えて10又
はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上の③又は④に規定
する研修を修了した者を配置している場合に算定可能となる。



⑥特養併設型における夜勤職員の配置基
準の緩和

•介護人材が不足する中で効率的な人員配置を進める観点から、利
用者の処遇に支障がなく以下の要件を満たす場合には、短期入所
（ユニット型以外）と特養（ユニット）が併設している場合の夜勤職員
の兼務を認める（逆の場合も同様）

•短期入所生活介護事業所と特養が併設していること

•職員１人あたりの短期入所生活介護事業所（ユニット型以外）と特養
（ユニット型）の利用者数の合計が20人以内であること













留意事項通知

• （６） 生活相談員配置等加算について

• ① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、常勤換算方法で１名以上配置する必要
があるが、共生型短期入所生活介護の指定を受ける障害福祉制度における指定短期入所事
業所（本体施設が障害者支援施設である併設事業所及び空床利用型事業所に限る。以下この
号において同じ。）に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場
合には、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。

• なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その曜日のみ
加算の算定対象となる。

• ② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の
提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、
「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設け
て地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や
多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。

• ③ なお、当該加算は、共生型短期入所生活介護の指定を受ける指定短期入所事業所におい
てのみ算定することができるものであること。



⑰介護職員処遇改善加算の見直し

•介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする

• ユニット型準個室の名称をユニット型個室的多床室に変更する

⑱居室とケア



通所介護



※認知症通所介護も同じ



留意事項通知

• ① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施
している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径
４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医
師（以下この（10）において「理学療法士等」という。）が、当該指定通所介護事業所を訪問し、当該事業所
の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」とい
う。）と共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っているこ
と。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する
助言を行うこと。

• この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテー
ション料の届出を行っている病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院で
あること。

• ② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなけれ
ばならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の
意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど
可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護
計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする
こと。また、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。

• ③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目
を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供している
こと。



• ④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、理学療法
士等が指定通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上
で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内
容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要応じて訓練内
容の見直し等を行うこと。

• ⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員等
が、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応じて当該
利用者又はその家族の意向を確認の上、理学療法士等から必要な助言を得た
上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せ
つ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）の改善状況を踏
まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。

• ⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに
保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるよう
にすること。





５．通所介護（②心身機能に係るアウトカム評価の創設 通所介護費及び地域密着型通所介護費におけるADL維持等加算の基準）

• 利用者ごとに評価対象利用期間が異なるので注意。（評価対象期間内に途中から利用する人はいるた
め、常に要介護度3-5の割合、要介護認定１年超の把握が必要）

• 厚生労働省へのデータの提出を行うのであれば、最初からADL維持加算（Ⅱ）６単位を算定できる。

H30 報酬改定（H30年度） H31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

評価対象期間（厚生労働大臣が定める期間） 算定可能（H32.3.31迄）

Aさん Aさんの評価対象利用期間

イ（１）６月以上連続して利用し、かつ５時間以上算定回数が５時間未満算定回数を超えている利用者の総数が20人以上

イ（２）開始月の要介護３～５が15％以上

イ（３）開始月が要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内である者の割合が15％以下

イ（４）開始月と６月目のADL値の提出者の割合が90％以上

・開始月から６月目のADLと開始月のADLを差し引いた

Bさん Bさんの評価対象利用期間 　ADL利得が高い順に85％の利用者の値の合計が０以上（ADL利得の評価）

イ（１） ADL利得が0より大きい　＝　１

イ（２） ADL利得が0　＝　0

イ（３） ADL利得が0未満　＝　-1

イ（４） この合計が０以上

・ADL利得の評価

Cさん 上記同様

Dさん

Eさん

Fさん

・

・





BI（ADL）利得

Aさん

•事前BI＝50点、事後BI＝80点

•事後BI（80点）－事前BI（50点）＝30点（BI利得⇒１）

Bさん

•事前BI＝８０点、事後BI＝50点

•事後BI（50点）－事前BI（80点）＝－30点（BI利得⇒ー１）





• ア５０－４５＝５⇒１（ADL(BI)利得）
• イ６０－５０＝１０⇒１（ADL(BI)利得）
• ウ評価期間最初月にBI測定していないので対象外
• エ４５－４５＝０⇒０（ADL(BI)利得）
• オ７０－６０＝１０⇒１（ADL(BI)利得）
• カ6月以上の連続利用なし
• キ４０－６０＝－２０⇒ー１（ADL(BI)利得）
• ク６５－７０＝－５⇒ー１（ADL(BI)利得）
• ア＋イ＋エ＋オ＋キ＋ク＝１＋１＋０＋１＋（－１）＋（－１）＝１
• １なので算定要件を満たす







ADL維持等加算（留意事項通知）

•バーセルインデックスによるADL値の提出は介護給付費明細書の給
付費明細書の摘要欄に記載する

• すでにADL値を測定し加算要件を満たす場合は4月から算定できる

• 31年度以降算定する場合は算定の届出の日の属する月から12月ま
でを評価対象期間とする



留意事項通知

• ① ＡＤＬの評価は、Barthel Indexを用いて行うものとする。

• ② 大臣基準告示第16号の２イ（４）におけるＡＤＬ値の提出は、サービス本体報酬の介
護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することで行う。

• ③ 大臣基準告示第16号の２ロ（２）におけるＡＤＬ値の提出は、ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）
の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行う。なお、当
該提出は、当該提出の月の属する年の１月から１２月までが評価対象期間となる際に
大臣基準告示第16号の２イ（４）によって求められるＡＤＬ値の提出を兼ねるものとする。

• ④ 平成30年度の算定については、平成29年1月から12月までの評価対象期間につい
て、大臣基準告示第16号の２イ（１）、（２）、（３）、（４）の「その評価に基づく値（以下この
号において「ＡＤＬ値」という。）を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当
該測定が提出されている者（（５）において「提出者」という。）の占める割合」を「その評
価に基づく値（以下この（12）において「ＡＤＬ値」という。）が記録されている者（（５）にお
いて「被記録者」という。）の占める割合」と読み替えたもの、及び（５）の「提出者」を「被
記録者」と読み替えたものを満たすことを示す書類を保存していれば、それを根拠とし
て算定できることとする。



•⑤ 平成31年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定す
る年度の初日の属する年の前年の１月から12月までの間に、指定
居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイ、ロ又はハの
注11に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出
ている場合には、届出の日から同年12月までの期間を評価対象期
間とする。

•⑥ 提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその
有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。



③機能訓練指導員の確保の促進

•機能訓練指導員の確保を促進し利用者の心身機能の維持を促進
する観点から、機能訓練指導員の対象資格（理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
圧師）に、一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個
別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても同様。

※認知症通所介護も同じ



※認知症通所介護も同じ





留意事項通知

• ① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマ
ネジメントの一環として行われることに留意すること。

• ② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関する確認を
行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。

• イ ＢＭＩが18.5未満である者

• ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成18年６
月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「１」に
該当する者

• ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者

• ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者

• ③ 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原
則として、当該事業者が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

• ④ 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービス
の提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。







Q&A





通常規模型

３～５ ３～４ 差
介護１ 380介護１ 362 -18
介護２ 436介護２ 415 -21
介護３ 493介護３ 470 -23
介護４ 548介護４ 522 -26
介護５ 605介護５ 576 -29

４～５
380介護１ 380 0
436介護２ 436 0
493介護３ 493 0
548介護４ 548 0
605介護５ 605 0



通常規模型

５～７ ５～６ 差
介護１ 572介護１ 558 -14
介護２ 676介護２ 660 -16
介護３ 780介護３ 761 -19
介護４ 884介護４ 863 -21
介護５ 988介護５ 964 -24

６～７
572介護１ 572 0
676介護２ 676 0
780介護３ 780 0
884介護４ 884 0
988介護５ 988 0



７～９ ７～８ 差
介護１ 656介護１ 645 -11
介護２ 775介護２ 761 -14
介護３ 898介護３ 883 -15
介護４ 1021介護４ 1003 -18
介護５ 1144介護５ 1124 -20

８～９
656介護１ 656 0
775介護２ 775 0
898介護３ 898 0

1021介護４ 1021 0
1144介護５ 1144 0

通常規模型



３～５ ３～４ 差
介護１ 374介護１ 350 -24
介護２ 429介護２ 401 -28
介護３ 485介護３ 453 -32
介護４ 539介護４ 504 -35
介護５ 595介護５ 556 -41

４～５
374介護１ 368 -6
429介護２ 422 -7
485介護３ 477 -8
539介護４ 530 -9
596介護５ 585 -11

大規模（Ⅰ）



５～７ ５～６ 差
介護１ 562介護１ 533 -29
介護２ 665介護２ 631 -34
介護３ 767介護３ 728 -39
介護４ 869介護４ 824 -45
介護５ 971介護５ 921 -50

６～７
562介護１ 552 -10
665介護２ 654 -11
767介護３ 754 -13
869介護４ 854 -15
971介護５ 954 -17

大規模（Ⅰ）



７～９ ７～８ 差
介護１ 645介護１ 617 -28
介護２ 762介護２ 729 -33
介護３ 883介護３ 844 -39
介護４ 1004介護４ 960 -44
介護５ 1125介護５ 1076 -49

８～９
645介護１ 634 -11
762介護２ 749 -13
883介護３ 868 -15

1004介護４ 987 -17
1125介護５ 1106 -19

大規模（Ⅰ）



３から５ ３～４ 差
介護１ 364介護１ 338 -26
介護２ 417介護２ 387 -30
介護３ 472介護３ 438 -34
介護４ 524介護４ 486 -38
介護５ 579介護５ 537 -42

４～５
364介護１ 354 -10
417介護２ 406 -11
472介護３ 459 -13
524介護４ 510 -14
579介護５ 563 -16

大規模（Ⅱ）



５～７ ５～６ 差
介護１ 547介護１ 514 -33
介護２ 647介護２ 608 -39
介護３ 746介護３ 702 -44
介護４ 846介護４ 796 -50
介護５ 946介護５ 890 -56

６～７
547介護１ 532 -15
647介護２ 629 -18
746介護３ 725 -21
846介護４ 823 -23
946介護５ 920 -26

大規模（Ⅱ）



大規模（Ⅱ）

７～９ ７～８ 差
介護１ 628介護１ 595 -33
介護２ 742介護２ 703 -39
介護３ 859介護３ 814 -45
介護４ 977介護４ 926 -51
介護５ 1095介護５ 1038 -57

６～７
628介護１ 611 -17
742介護２ 722 -20
859介護３ 835 -24
977介護４ 950 -27

1095介護５ 1065 -30



３～５ ３～４ 差
介護１ 426介護１ 407 -19
介護２ 488介護２ 466 -22
介護３ 552介護３ 527 -25
介護４ 614介護４ 586 -28
介護５ 678介護５ 647 -31

４～５
426介護１ 426 0
488介護２ 488 0
552介護３ 552 0
614介護４ 614 0
678介護５ 678 0

地域密着型



５～７ ５～６ 差
介護１ 641介護１ 641 0
介護２ 757介護２ 757 0
介護３ 874介護３ 874 0
介護４ 990介護４ 990 0
介護５ 1107介護５ 1107 0

６～７
641介護１ 662 21
757介護２ 782 25
874介護３ 903 29
990介護４ 1023 33

1107介護５ 1144 37

地域密着型



７～９ ７～８ 差
介護１ 735介護１ 735 0
介護２ 868介護２ 868 0
介護３ 1006介護３ 1006 0
介護４ 1144介護４ 1144 0
介護５ 1281介護５ 1281 0

８から９
735介護１ 764 29
868介護２ 903 35

1006介護３ 1046 40
1144介護４ 1190 46
1281介護５ 1332 51

地域密着型





認知症対応型単独型

３～５ ３～４ 差
介護１ 564介護１ 538 -26
介護２ 620介護２ 592 -28
介護３ 678介護３ 647 -31
介護４ 735介護４ 702 -33
介護５ 792介護５ 756 -36

４～５
564介護１ 564 0
620介護２ 620 0
678介護３ 678 0
735介護４ 735 0
792介護５ 792 0



５～７ ５～６ 差
介護１ 865介護１ 849 -16
介護２ 958介護２ 941 -17
介護３ 1050介護３ 1031 -19
介護４ 1143介護４ 1122 -21
介護５ 1236介護５ 1214 -22

６～７
865介護１ 871 6
958介護２ 965 7

1050介護３ 1057 7
1143介護４ 1151 8
1236介護５ 1245 9

認知症対応型単独型



認知症対応型単独型

７～９ ７～８ 差
介護１ 985介護１ 985 0
介護２ 1092介護２ 1092 0
介護３ 1199介護３ 1199 0
介護４ 1307介護４ 1307 0
介護５ 1414介護５ 1414 0

８～９
985介護１ 1017 32

1092介護２ 1127 35
1199介護３ 1237 38
1307介護４ 1349 42
1414介護５ 1459 45



認知症対応型併設型

３～５ ３～４ 差
介護１ 510介護１ 487 -23
介護２ 561介護２ 536 -25
介護３ 612介護３ 584 -28
介護４ 663介護４ 633 -30
介護５ 714介護５ 682 -32

４～５
510介護１ 510 0
561介護２ 561 0
612介護３ 612 0
663介護４ 663 0
714介護５ 714 0



５～７ ５～６ 差
介護１ 778介護１ 764 -14
介護２ 861介護２ 845 -16
介護３ 944介護３ 927 -17
介護４ 1026介護４ 1007 -19
介護５ 1109介護５ 1089 -20

６～７
778介護１ 783 5
861介護２ 867 6
944介護３ 951 7

1026介護４ 1033 7
1109介護５ 1117 8

認知症対応型併設型



７～９ ７～８ 差
介護１ 885介護１ 885 0
介護２ 980介護２ 980 0
介護３ 1076介護３ 1076 0
介護４ 1172介護４ 1172 0
介護５ 1267介護５ 1267 0

８～９
885介護１ 913 28
980介護２ 1011 31

1076介護３ 1110 34
1172介護４ 1210 38
1267介護５ 1308 41

認知症対応型併設型



認知症対応型共用型

３～５ ３～４ 差
介護１ 270介護１ 264 -6
介護２ 280介護２ 274 -6
介護３ 289介護３ 283 -6
介護４ 299介護４ 292 -7
介護５ 309介護５ 302 -7

４～５
270介護１ 276 6
280介護２ 287 7
289介護３ 296 7
299介護４ 306 7
309介護５ 316 7



認知症対応型共用型

５～７ ５～６ 差
介護１ 439介護１ 441 2
介護２ 454介護２ 456 2
介護３ 470介護３ 473 3
介護４ 486介護４ 489 3
介護５ 502介護５ 505 3

６～７
439介護１ 453 14
454介護２ 468 14
470介護３ 485 15
486介護４ 501 15
502介護５ 517 15



認知症対応型共用型

７～９ ７～８ 差
介護１ 506介護１ 518 12
介護２ 524介護２ 537 13
介護３ 542介護３ 555 13
介護４ 560介護４ 573 13
介護５ 579介護５ 593 14

８～９
506介護１ 535 29
524介護２ 554 30
542介護３ 573 31
560介護４ 592 32
579介護５ 612 33



⑦運営推進会議の開催方法の緩和

•現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の
要件を満たす場合に認める

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プ
ライバシーの保護をする

ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

※認知症通所介護も同じ



⑧設備にかかる共用の明確化

通所介護と訪問介護が併設されている場合に利用者へのサービス
提供に支障がない場合は

•基準上両方のサービスに規定がある事務室については共用が可能

•基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても共用が
可能

であることを明確にする

その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認
められない場合を除き、共用が可能であることを明確にする

※認知症通所介護も同じ





⑩介護職員処遇改善加算の見直し

•介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする

※認知症通所介護も同じ



居宅介護支援









Q&A







Q&A





Q&A







Q&A









留意事項通知

•特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施す
る事業所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメ
ントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留ま
らず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等
の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事例
検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、
毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなけれ
ばならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっ
ては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。



Q&A







留意事項通知

• (１) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に
対して、

• ・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求める
ことができること

• ・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業
者等の選定理由の説明を求めることができること

• について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から
当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。



Q&A







訪問回数上限（パブコメ中）

•要介護１ 27回

•要介護２ 34回

•要介護３ 43回

•要介護４ 38回

•要介護５ 31回



Q&A



⑥障害福祉制度の相談支援専門員との密
接な連携（★）

•障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利
用する場合等における、ケアマネと障害福祉制度の相談支援専門
員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特
定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする



訪問介護





②「自立生活支援のための見守り的援助」の明
確化

•自立支援の機能を高める観点から、身体介護と生活援助の内容を
規定している通知（老計第10 号（訪問介護におけるサービス行為ご
との区分等について））について、身体介護として行われる「自立生
活支援のための見守り的援助」を明確化する。



















⑨介護職員処遇改善加算の見直し

•介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする


